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道路空間は自動車のための空間から人のための空間へと移行しつつある。本研究では、道修町通

再生プロジェクトを対象に、計画策定プロセスより事業実施の要点を明らかにし、人のための道路

空間として評価を行う。事業実施の要点として A.道路空間の再配分 B.沿道部分の活用 C.将来像の

実現 D.地域特性の反映を抽出した。また、通行機能、空間機能、公共機能を視点とした３つの枠組

みにより評価を行い、他事業においても評価する枠組みとして活用できることを明らかとした。 

The road space is shifting from the space for cars to the space for people. In this study, I clarif y the main 

point of the project operation from a plan the planning process of Doshomachi regeneration projects and 

evaluate it from the frame of evaluating the road space for people proposed by the study. As a point of 

project operation, A. redistribution of the road space, B. effective use of the route part. C. realization of the 

future’s image, D. reflection of regional characteristics were picked out. By evaluating form three aspects 

which assumed a traffic function, space function, a public function a viewpoint, this framework can be 

utilized to evaluate other road project in the future. 

 

1.はじめに 

1－1.研究背景と問題意識 

道路はこれまで自動車のための走行空間の確保とい

った観点から整備が進められてきたが、自転車や歩行

者といった様々な主体が各地域の特性を活かしながら

多様な使い方ができる場として捉えていくことが求め

られている 1)。我が国では高齢者や障害者の数が増大

する傾向にあることから、誰もが安心してスムーズに

移動できるような歩行者空間の整備が急務になってい

るとの認識 2)や、欧米諸国での通行権注 1)やシェアドス

ペース注 2)という概念のように、自動車よりも歩行者を

優先するという考えの元、社会的背景や地域の特性か

ら道路に対する様々な認識が存在する。 

また、道路を道路用地内に限定せず、沿道への横方

向への広がりを意識し、行政（＝官）と沿道建築物や

敷地の所有権を持つ個（＝民）が連携しお互いの役割

を果たしてこそ良い公共空間が出現する 1)。従来は行

政庁が管理する公物として認識されてきた道路である

が、住民や企業も一体になり、計画の構想段階から関

わることで、地域と都市とともに成長するものであろ

うという認識が生まれている 1)。         

しかし、人のための道路空間としての先進的な事例 

は数多くない。また、道路空間が社会的背景から多様

なニーズに応える必要性が出てきたことから、道路利

用の実情に踏まえ、道路の利用に対する新たな枠組み

の検討が必要である 3）。 

1－2.研究の位置付け 

 地元関係者注 3）が関わる道路空間整備事業に関する

研究のうち、計画策定プロセスに関して、梅宮ら 4）は

都市計画道路の見直しに関する合意形成の阻害要因及

び促進要因を抽出した。また、道路と沿道を一体とし

て捉えたものに関して、野原ら 5）は街路・沿道連携型

ストリートデザインマネジメントの展開プロセスとそ

の課題を明らかにした。 

 本研究は道路と沿道を一体として整備を行う事業を

対象に計画策定プロセスの詳細を追い、計画実施の要

点を明らかにするものである。そして、人のための道

路空間として評価する枠組みを設定し対象事業を通し

て評価する点に意義がある。 

1－3.研究対象事業の位置付け 

全国の道路整備事業において地元関係者が計画段階

から関わり、歩行空間整備が行われている事業を調査

し、本研究の対象事業である道修町通再生プロジェク

トの位置付けを行った（表 1）。 



 

本事業は、沿道部分（船場後退部注 4））を道路部分と

一体として活用することを重要な論点の一つとして整

備を進めている点が特徴である。また、沿道地権者で

構成されたまちづくり協議会に事務局が設置され、整

備内容の提案も主体となり行っている。この点は、特

に沿道地権者の協力が必要である本事業において、効

率よく整備を進める上で必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1－4.研究目的 

本研究では、大阪市観光魅力向上のための歴史・文

化的まちなみ創出事業（以下かんまち事業）の道修町

通再生プロジェクトを扱う。①計画策定プロセスの詳

細を追い②計画策定における事業実施の要点を明らか

にし③人のための道路空間を評価する枠組みを設定し、

道修町通の整備事業を通じて評価することで道路空間

整備事業を効率的に進めるための知見を得る（図 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1－5.用語の定義 

【道路空間】公共空間である道路とその沿道（民地・

沿道建物）を一体として捉えた空間。 

【人のための道路空間】自動車よりも歩行者を優先す

ることを目的に計画・整備された道路空間。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.道路空間整備事業を取り巻く環境          

2－1. 道路空間の整理及び本対象地の道路特性 

既存の施策や法律に基づいて道路空間を整理し、道

修町通の道路特性を把握した(表 2）。都市部の生活道

路かつ表通りで、歴史を有するまちと把握した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2－2.道路空間の評価基準及び枠組みの設定 

文献 1)3)7)や道路空間の整備方針に関するガイドライ

ン 8)∼12)を元に道路空間に求められる機能を整理し、人

のための道路空間を評価する枠組みを設定した（図 3）。 

交通機能に関して、従来は自動車を中心とした考え

方であったものが、歩行者や自転車についても同様の

考え方がされるようになった点、滞留の機能が追加さ

れ解釈の幅が広がった点が確認できた。また、空間機

能の生活環境空間を公的機能として確立させている点

からも道路空間がより質の高い空間として求められて

いることが確認できた。 

今回は道修町通を評価するため、2－1 の調査結果を

元に都市部の生活道路かつ表通りという前提で枠組み

を設定した。より質の高い道路空間を評価する枠組み

としての新たな視点として、高齢者や障がい者に対す

る配慮も含めるとして「歩行者の誰もが」という解釈

としている点や歩車道間のアクセス性も考慮している

点（枠組みⅠ）、既存の空間を活かしつつ最大限の魅力

を見出すという点や道路空間に可変の余地を与える点

（枠組みⅡ）、沿道空間の公共空間として新たな方法で

の活用、地域に見合った空間利用を考慮している点（枠

組みⅢ）が挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 2 道路空間の定義 

表 2 道修町通の道路特性 

図 1 研究の流れ及び目的 

図 3 道路空間に評価基準の変化及び枠組みの設定 

表 1 道路空間整備の事例 6） 



 

3.道修町通再生プロジェクトとその推進団体について 

3－1.道修町について 

道修町は大阪市中央区、西は西長堀（現阪神高速）

から東は東横堀に位置する。製薬会社をはじめ薬に関

連する会社のオフィスが多いことで知られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3－2.道修町まちづくり協議会 15） 

2015 年 9 月に、道修町地区（1 丁目～4 丁目）の様々

な主体（住民、神社、店舗、各団体、企業）が集まっ

て、行政等とも連携・協働して、ソフト面とハード面

からまちづくりを推進する地元の組織として発足した。 

なお、本研究では、協議会を構成する部会のうち道修

町通の整備計画についての話し合いが行われているコ

ンセプト部会を対象とし調査を行った(図 6)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3－3.道修町通再生プロジェクト 15） 

かんまち事業での道修町通再生プロジェクトの位置

付け及び構成を以下に示す（図 7）。本研究では道修町

通の整備計画（「道路整備案」及び「道修町景観づくり

ガイドライン」）を扱う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.道修町通の整備計画における計画策定プロセス    

 各関係主体の役割（図 8）から道路整備案の変遷（図

9）及びそれに伴うガイドラインの要点注 5）をまとめた。

なお、以下の(1)～(4)の段階を経て進められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)道路整備案の比較検討 

事務局がコンセプト部会の意見を元に事前検討し、道

路整備案の選択肢として準備したものをコンセプト部

会で提示し、部会内で大阪市建設局や関西電力が制約

を確認した。基本的には歩道を設置することを前提と

した選択肢を用意し話し合いが進められた。また、コ

ンサルタント会社と契約し、まちづくりのルール案の

図 6 道修町まちづくり協議会を構成する部会 

図 8 各関係主体の役割 

図 5 道修町の詳細図 

図 7 道修町通再生プロジェクトの構成 



 

作成においてのアドバイスをもらいながらガイドライ

ンの作成も行われた。この段階では、船場後退部につ

いて歩行空間として整備するという方針であった。 

(2)道路整備案の集約 

 ワークショップ（以下 WS）の結果より、道路整備案

の断面は一つの案に絞られ、歩道の仕様、車止め、街

灯等具体的な整備内容の検討が行われた。しかし、街 

灯や車止めの設置個所、後退部に歩道をつけると浪打

歩道になり高齢者や車いすの方々にとって厳しい環境

になることから、整備の方向性について悩んだ時期で 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あった。そこで、他事例の調査を行い、さらには数回

に渡る地元説明会で地元関係者の意見を聴く機会を増

やすことで整備案と地元の意向の整合性を図った。ま

た、この頃からデザインチーム設置の検討が始まった。 

(3)方向性の決定 

他事例の調査や文献調査などから「シェアドスペー

ス」の概念、船場後退部＝「余白」といった考えが採

用され、道修町通が目指す空間の方向性が決定した。

シェアドスペースの考えより、将来的に道路全体のフ

ルフラット化を目指すこととなった。また、船場後退 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 9 道路整備案の変遷 



 

部に関して、大阪市の将来的に歩道化する方針と地元

の方のニーズに矛盾が生じていたが、余白として街区

によって特徴のある使い方にすることで、地元の考え

を満たしつつ道路空間をデザインするという形で方向

性が合致し、ガイドラインにも反映された。道路断面

案としては後退部を歩道として活用することを前提と

して提示されていた(B案)南北両側 2m歩道の案から（A

案）北側 2.5m 歩道＋南側路側帯 2.0m へ変更された。 

(4)道路整備案のブラッシュアップ 

デザインチームが発足し、街路ファニチャー注 6)やデ

ザインコンセプト等について協議が行われた。道修町

通の特徴の一つである神社をイメージさせるようなデ

ザインを取り入れる等、より高質な道路空間へのアイ

デアが示されるようになった。また、それに伴い実現

に向けて、大阪市による確認事項が増加した。地元の

意向をできる限り整備計画に反映させるためにもより

細かな確認作業が繰り返し行われた。 

5.整備計画の計画策定における事業実施の要点        

 計画実施の要点 A～D の抽出から本事業の各要点に

関連する事項の抽出を行い、どの計画段階((1)～(4）)

において話し合いが行われたかを把握した(図 10）。 

A.道路空間の再配分 

歩行者を優先させるために既存の道路空間の配分を

見直す必要があり、歩道設置(または拡幅)を前提に計

画が進められる場合が多い。 

本事業でも計画の段階全体を通して歩道についての

話し合いが行われた。 

B.沿道部分の活用 

既存の道路空間を整備することが前提であり空間の

効率的な利用が求められること、さらには道路空間の

質の向上を目指す上では欠かせない点である。 

本事業では特に船場後退部が本対象地での課題とし

て捉えられていたことから計画の段階全体にわたり焦 

点が当てられた。 

C.将来像の実現 

計画策定を効率よく進めるためにも将来像を明確に

する必要がある。人のための道路空間を目指すにあた

り歩車分離か歩車共存かといった点が整備内容の方向

性を決定する大きな要因でもあり、本事業では将来的

に歩車共存（歩車間のフルフラット）を目指すとした。 

この将来像が決定してからは集中的にこの点につい

て話し合いが行われより具体的な話へ移行していった。 

D.地域特性の反映 

地域特性を反映させることを前提に計画策定を進め

ることで地元の意向がまとまりやすく、意見を言いや

すくするといった効果があることがわかった。 

本事業では祭りを考慮した整備内容が含まれており

計画の段階全体を通して話し合いが行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.人のための道路空間としての評価          

整備内容と枠組みの関係及び計画実施の要点と枠組

みの関係より、評価を行った（図 11）。 

6－1.道修町通再生プロジェクトの整備計画の評価 

 枠組みⅠに関して、幅員 2.5m の歩道設置により誰も

が安全に通行できる環境を創出している。脱着式ボラ

ード設置は現段階では歩車分離として、将来的には歩

車道間のフルフラット化(歩車共存)によって歩行者の

安全性確保に対応している。また、後退部の歩道とし

ての活用や地上機器の後退部への設置により十分な歩

行スペースの確保へ繋がる。さらに、後退部は歩行者

の滞留の場としても機能する。 

枠組みⅡに関して、脱着式ボラードが歩車分離にも

歩車共存にも対応でき道路空間を可変的に扱うことが

できる点、歩車道間のフルフラット化の祭りを想定し

た点や歩車共存の実現を見据えた点、船場後退部を弾

力的に活用する点で実情に合った空間利用に対応して

いる。また、灯篭をイメージした街灯や神社参道を意

識した歩道素材により魅力的かつ地域の特性を表す景

観を演出している。さらには、地上機器を民地に設置

することで祭りの際に空間を最大限利用できる点で限

られたスペースの有効利用に対応している。 

枠組みⅢに関して、可動式ボラード、歩車道間のフ

ルフラット化、地上機器の設置場所は、地域の特性で

ある祭りの開催時を意識した整備内容であり、地域に

見合った空間利用に対応している。また、後退部を公

共空間として利用することを前提とし、弾力的な活用

をする点で沿道空間の活用に対応している。 

整備案全体を通して枠組みⅠⅡⅢに対応しており、

本事業の整備計画が人のための道路空間として先進的

であることを確認した。 

6－2.評価の枠組みと計画実施の要点との関係 

 枠組みⅠに関して、要点 A、B、C（主に A、C）が

対応している。また、枠組みⅠの中では特に歩行者の

図 10 整備計画の計画策定における実施の要点 



 

誰もが安全に通行できるといった点について集中的に

話し合いが行われた。 

 枠組みⅡに関して、要点 B、C、D が対応している。

また、枠組みⅡの中では特に実情に合った空間利用に

ついて集中的に話し合いが行われた。 

 枠組みⅢに関して、要点 B、C、D が対応し、地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.まとめ                      

 本研究では、まず、本事業の位置付け、道路特性の

把握、人のための道路空間として評価する枠組みとし

て、交通機能、空間機能、公的機能を根拠とする 3 つ

の枠組みを設定した(1 章、2 章)。そして、道修町通の

整備計画における各関係主体の役割及び整備案の変遷

から計画策定プロセスの詳細を追うことで(4 章)、事

業実施の要点を明らかにした(5 章)。さらに、はじめ

に設定した枠組みを元に本事業の評価を行った(6 章)。 

評価の結果、本研究で設定した枠組みによって、道

修町通の整備計画が現在の我が国で求められる道路空

間として 3 つの枠組みに網羅的に対応していることが

確認でき、また、この枠組みが今後の道路空間整備に

おいても活用できることが明らかとなった。 

道路空間整備事業を効率的に進めるにあたり、行政

の一方通行の整備ではなく、計画策定段階から地元関

係者が積極的に関わることでより高質な道路空間を実

現することができる。また、本研究での枠組みで示し

たような評価基準を意識しながら整備計画を行うこと

が必要であり、社会的背景に伴った評価基準に準じ、

道路空間整備を行うことが今後の課題である。 

に見合った空間利用には要点 C、D が、沿道空間の活

用には要点 B が対応している。 

 枠組みⅠⅡⅢは計画の段階全体を通して網羅的に話

し合いが行われている。また、要点 C はどの枠組みに

も対応しており、将来像である歩車道間のフルフラッ

ト化が本事業での最大の特徴であることが伺える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注 
注 1）誰もがそこを通行できる権利ならびにそのような権利の認められた道 
注２) 道路空間と沿道空間の適切なデザインを使って自動車交通を効率よ

く減速し, 快適な滞留空間を確保することを主目的とする概念。 
注３）本研究では整備する道路の沿道地権者, 住民, 企業, 地元組織とする。 
注４）建築基準法第 42 条 1 項第 5 号の規定による道路の境界線としてみな

される船場建築線が指定され, 壁面位置が後退することで生み出され
るセットバック空間。 

注５）道修町景観づくりガイドラインの内容の策定段階において, 船場後退
部を歩行者空間として整備する方針から, 船場後退部＝「余白」とし
て弾力的に活用する方針へと変更された。 

注６）道路断面(歩道フルフラット化, 側溝等), 路面(車道・歩道・路側帯、
素材・形・色), 可動式ボラード, 高グレード街灯, 標示サイン等 
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